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　土木施設や公共建築物を建設する事業は、その位置や規模、内容などにより、

地域の景観や環境に大きな影響を与える可能性があります。

　そのため、長崎県では、平成１５年の「長崎県美しいまちづくり推進条例」

（平成２３年に「長崎県美しい景観形成推進条例」に移行）の施行に伴い、公共

事業に対するデザイン支援制度を立ち上げ、運用に当たってきました。

　この制度は、一定の要件に該当する事業を対象として、関係分野の専門家で構

成する組織がデザイン面の助言を行うものですが、取組の開始から１０年以上が

経過し、他の模範となり得る事業が続々と完了しています。

　本書は、これらを始めとする県内外の事例を取りまとめ、公共事業関係者に広

く紹介することにより、デザインに対する自発的な配慮を促し、各地域における

魅力ある景観形成や豊かな生活環境の創造に寄与しようとするものです。
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1 目　　　　  的

　本事例集は、長崎県が定めた「長崎県美しい景観形成計画」、「世界遺産登録に

向けた公共事業のあり方ガイドライン」並びに各市町の景観計画と整合するとと

もに、これらの自治体が公共事業を実施する際のデザイン検討に関する参考書と

なります。

2 位　置　づ　け

○デザイン検討の参考書として活用する　

　デザインの自由度が低い事業（例えば、砂防えん堤の建設事業、急傾斜地の

崩壊対策事業、農業用ため池の整備事業など）や、「景観上特に重要な区域」

以外で実施する事業については、専門家組織（長崎県公共事業等デザイン支援

会議）からの助言に代え、本事例集を参考として検討を進めます。　

○特に重要な区域では、デザイン支援会議での検討を行う　

　世界文化遺産の登録候補である「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」のコ

アゾーン及びバッファゾーン、市町の景観計画で定めた重点地区など、景観上

特に重要な区域（P71に記載）で実施する事業については、「長崎県公共事業

等デザイン支援会議」において検討し、専門家による助言を行います。

○必要に応じて改訂する　

　今後、良好な景観や環境を形成するうえで他の模範となり得る新たな事業が

完了し、デザインに関するノウハウをさらに蓄積できた場合は、本事例集に追

加し、広く紹介していきます。

3 使　  い　  方

2 　 3

◆事例集の位置づけ

規制
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助言

相談

助言
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4 掲載事業の位置図

比田勝港ターミナル・倉庫

厳原港臨港道路

（一）渡良浦初瀬線

中筋地区急傾斜

三日ノ浦地区予防治山

新港川砂防

奈留漁港防風フェンス

相の浦港浮桟橋（夏井地区）

（一）津和崎立串線

（津和崎工区）
（一）奈留島線（江上地区)

江上地区トイレ

（一）久賀島線（田ノ浦工区)

（一）河務福江線（奥浦工区)

4 　 5

　　　 ＜凡例＞

（国）：一般国道

（主）：主要地方道

（一）：一般県道

（都）：都市計画道路

（主）平戸田平線（根獅子工区）

平戸港海岸遊歩道

川内港休憩施設

日野川

西海橋公園トイレ

総合運動公園駐車場総合運動公園駐車場

百花台公園トイレ

島原工業高校校舎

郷屋地区予防治山

（都）栄上為石線

（国）２０２号（出津橋）

飯良地区地すべり

（主）小浜北有馬線（谷川工区）

幸四郎ため池

金石田ため池


